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入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札（最低価格）に付します。 

 

令和６年６月４日 

宇都宮市大谷石文化推進協議会 会長  佐 藤 栄 一  

 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 件名 

   日本遺産「大谷石文化」ガイド中級講座運営業務・大谷石文化学講演会運営支援 

業務・大谷石文化めぐり運営支援業務 

 ⑵ 業務内容 

   仕様書のとおり 

 ⑶ 契約期間 

   委託契約締結日～令和７年３月１４日 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  本件入札に参加する者は，以下の条件を全て満たす者とする。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

 ⑵ 宇都宮市の令和６年度入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。 

 ⑶ 宇都宮市入札参加停止等措置要領の措置基準に基づく入札参加停止期間又は入札参

加保留中ではないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立てがな

されていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始

の申し立てがなされていない者であること。ただし，手続き開始の決定後，宇都宮市

長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。 

 

３ 入札参加の手続等 

⑴  入札に必要な書類の交付期間及び場所 

ア 交付期間 

公告の日から入札参加資格の確認申請期限の日まで 

イ 交付場所 

〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 

宇都宮市役所本庁舎１２階 

宇都宮市大谷石文化推進協議会 事務局（宇都宮市魅力創造部文化都市推進課内） 
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電話：０２８－６３２－２７６６  

※日本遺産「大谷石文化」公式ホームページからダウンロード可能 

（https://oya-official.jp/bunka/） 

⑵ 入札参加資格の確認申請 

入札に参加しようとする者は，次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければ

ならない。 

ア 申請期限 

令和６年６月１４日（金）正午（必着） 

イ 提出書類 

入札参加確認申請書（様式１） 

ウ 提出場所 

⑴のイの場所に持参又は郵送すること。 

 

４ 質問の提出等 

⑴ 仕様書等に対する質問がある場合は，次のとおり提出すること。 

ア 提出期限    令和６年６月１４日（金）正午（必着） 

イ 提出場所    ３の⑴のイの場所 

ウ 提出方法    任意の様式で作成した質問書を電子メールにより提出すること。 

エ 提出先アドレス   u42001500@city.utsunomiya.tochigi.jp 

⑵ 回答 

質問に対する回答は，入札参加者すべてに電子メールで回答する。 

回答日      令和６年６月１７日（月） 

 

５ 入札書提出期限及び開札場所等 

⑴ 入札書提出期限 

令和６年６月２０日（木）午後３時００分 

⑵ 開札の日時及び場所 

令和６年６月２０日（木）午後３時００分 

〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号 

宇都宮市役所本庁舎１２階 

宇都宮市大谷石文化推進協議会 事務局（宇都宮市魅力創造部文化都市推進課内） 

⑶ 入札書の提出方法 

入札者が入札書を持参し，文化都市推進課に設置されている入札箱に投函するもの

とする。代理人が入札するときは，委任状（様式３）を添付すること。入札書は，封

筒に入れ密封し，その封筒の封皮には入札者の氏名，業務の名称及び入札年月日を表

示すること。 
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⑷ 開札 

入札後，直ちに開札する。  

⑸ 入札書の記載方法等 

ア 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 入札金額は，１の⑴の業務を遂行するための価格の総額とする。また，入札金額

は，１の⑴の業務に係る一切の諸経費を含めた額とする。 

 

６ 落札者の決定 

 ⑴ この公告に示した当該事業を履行できると宇都宮市大谷石文化推進協議会会長が判

断した入札者であって，宇都宮市大谷石文化推進協議会会長により作成された予定価

格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

 ⑵ この入札の開札において，入札者又はその代理人が立ち会わない場合には，当該入

札事務に関係のない本協議会事務局の職員を立ち会わせるものとする。 

 ⑶ 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において，当該入札者のうち

開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは，この者に代わって当該入

札事務に関係のない本協議会事務局の職員にくじを引かせるものとする。 

⑷  開札の結果，予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは，直ちに再度の入

札を行う。この場合において，入札の回数は，最初の入札を含めて２回までとする。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金 

免除 

⑵ 契約保証金 

免除 

 

８ 契約書の作成の要否 

  要 

 

９ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とする。 

⑴ ２の入札参加資格のない者がした入札 
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⑵ 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者がした入札 

⑶ 宇都宮市契約規則（平成１７年規則第１２号）第１５条の規定に該当する入札 

 

10 その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨   日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札参加者は，入札告示，仕様書，関係法令等を熟読の上，入札すること。 

⑶ 入札参加者は，入札辞退届（様式４）の提出により，いつでも入札を辞退すること

ができる。 

⑷ 入札参加者は，入札後，入札告示等についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできない。 

 

11 入札及び契約の事務を担当する部局 

  この一般競争入札及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在

地は，次のとおりとする。 

⑴ 名称 

宇都宮市大谷石文化推進協議会 事務局 

⑵ 所在地 

〒320-8540 宇都宮市旭１丁目１番５号  宇都宮市魅力創造部文化都市推進課内 

電 話：０２８－６３２－２７６６ 

F A X ：０２８－６３２－２７６５ 

E-mail：u42001500@city.utsunomiya.tochigi.jp 


